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自由民主党 民主党 維新の党 公明党 次世代の党 日本共産党 生活の党 社会民主党
党は現在のところ、奨学
金に関して質問にある
ような具体的な事項を
議論していないため、現
状で答えられる限りの
回答。

未回答

党では奨学金制度につ
いてここまで細かい議論
と意見集約をしていない
ため、事務方として回
答。

質問
１

大学など高等教育の学費を下げるための政策を実行することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

高等教育段階において
は、入学金や授業料免
除の対象拡大を図りま
す。大学奨学金事業に
おける「有利子から無利
子へ」の流れを加速し、
返還月額が卒業後の所
得に連動するより柔軟
な「所得連動返還型奨
学金」の導入を図りま
す。

教育の機会均等を確保
するために、大学など高
等教育における授業料
の減免や奨学金を拡充
し、返済の必要ない給
付型奨学金の創設を目
指します。

社会全体での費用に見
合う効果が見込まれる
ならば賛成。

教育費が高いことが、子
どもを持ちたくない理由
になっている現状は改
めるべきだ。

「経済的理由」で中退す
る学生が増加するなど、
「教育の機会均等」をは
かるうえで学費値下げ
は緊急の課題です。ま
た、政府が国際人権規
約の「高等教育の漸進
的無償化」条項の留保
を撤回してから、すでに
２年が経過しており、学
費無償化に向け、ただ
ちに値下げに踏み出し
ます。

天然資源の少ない日本
にとって「人」こそが最大
の財産。教育には十分
な投資をするべきだ。

質問
２

賛成 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 賛成

給付型奨学金の創設は
もとより、経済的に修学
困難な専門学校生への
支援の充実、博士課程
学生へのフェローシッ
プ、ティーチング・アシス
タント及びリサーチ・アシ
スタントなどによる恒常
的な経済支援を拡充
し、学生全員が安心して
学べる環境を整備しま
す。

教育の機会均等を確保
するために、大学など高
等教育における授業料
の減免や奨学金を拡充
し、返済の必要ない給
付型奨学金の創設を目
指します。

マニフェストに、「教育予
算の対ＧＤＰ比を他の先
進国並みに引き上げる」
ことを掲げており、教育
政策は重視しているが、
高等教育の奨学金の一
般的なあり方につき、党
全体の立場は未定。

教育が貧困から抜けら
れる手段のはずなの
に、金がなければ教育
が受けられない現状
は、問題である。

本来、国民の教育を受
ける権利を保障するた
めの奨学金は、貸与で
なく給付とすべきです。
ただちに給付奨学金制
度を創設し、経済的な
困難な学生から順次適
用していきながら、奨学
金の基本は給付制とな
るように制度を拡充して
いきます。

生活の党は11/14、高等
教育にかかわる家計の
負担を軽減するため減
税措置などを講じる教
育減税法案を参議院に
提出しているため。

日本は、国際的に見て
も教育費の私費負担割
合が高く、機会の均等
が実現していない。給付
奨学金の創設は重要。

大学などの高等教育に国の「給付型奨学金」を導入することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

回答

理由

備考

回答

理由
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質問
３

どちらとも言えない 賛成 どちらとも言えない どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成

党内で議論したことがな
く回答できません。

党としての立場は未定
だが、奨学金に関する
制度は、将来世代への
投資という意味で、重視
すべき問題と考える。

無利息の奨学金を得る
ために努力するという教
育的側面もある。原則
無利息にすることは適
切とはいえない。

奨学金の平均利用額は
約300万であり、利子だ
けでも重い負担です。奨
学金が「教育ローン」で
あってはなりません。
“経済的に困難な学生
を支援する”という奨学
金制度の趣旨にてらせ
ば、利子はとらないこと
が国の最低限の責任で
す。無利子枠の拡充は
もちろん、すべての奨学
金を無利子にします。

本来奨学金は無利子が
基本であり、有利子奨
学金はその補完措置に
過ぎなかった。財政が
好転した場合には廃止
を含めて検討することと
されていたもので、恒久
化し肥大化しているの
はおかしい。

質問
３－１

－ その他 － －

政府貸付金を増額する
／財政融資資金等を利
用しつつ、政府が利子
補給をする

政府貸付金を増額する
／財政融資資金等を利
用しつつ、政府が利子
補給をする

政府貸付金を増額する

財政融資資金等は、利
用すれば利子が発生す
るため、無利子奨学金
の財源としてはふさわし
くありません。現在も、
無利子奨学金のおもな
財源は政府貸付金であ
り、今後もそうすべきで
す。同時に、政府貸付
金の不足分を補うものと
して財政融資資金等を
利用する場合には、政
府が利子分を負担しま
す。新規に貸与する奨
学金を無利子にするとと
もに、在学中の学生の
有利子奨学金を無利子
奨学金にするのに必要
な利子補給額は年間
1000億円程度です。

政府貸付金の増額が基
本だが、財政的に難し
い場合には財投資金に
政府が利子補給するこ
ともあってよいし、その
他の財源を探す必要も
あると考える。

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、無利子奨学金の第１種と有利子奨学金の第２種がありますが、無利子の第１種を原則とし、これを増加させることに賛成ですか、反対ですか。その理由は何です
か。

（質問３で「賛成」と回答した場合）
現在、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の財源構成は、無利子の「第１種」が政府貸付金及び無利子返還金、有利子の「第２種」が財政融資資金、民間資金借入金、財投機関債及び有利子返還金と
なっています。
今後、無利子奨学金を増加させるための財源構成として、どのような方法が適当だと考えますか（複数回答可）。
選択肢：政府貸付金を増額する／財政融資資金等を利用しつつ、政府が利子補給をする／その他

回答

理由

回答

具体的内容
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質問
４

賛成 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 無回答

返還月額が卒業後の所
得に連動するより柔軟
な「所得連動返還型奨
学金」の導入を図りま
す。

一般的に言えば、所得
に応じて公的負担が変
わることは正当化されう
る。

収入が安定しない非正
規労働者が増えている
ため。

奨学金を無理なく返済
できるように、卒業後の
進路さえ見当もつかな
い大学入学前に毎月の
返済額が決まる現行の
やり方を改め、年収階
層別に返済額を決める
など、貸与奨学金を所
得に応じて返済する制
度にします。

質問
４－１

どちらとも言えない 賛成 － 賛成 賛成 賛成 賛成

党内で議論をしていな
いので回答はできない
のですが、返還が困難
な者の負担軽減の観点
から返還開始の閾値を
設けることで、返還の負
担・不安の払拭に努め
る必要があるのではな
いかと考えられます。そ
の場合、現行の返還期
限猶予制度等との整理
が必要です。

「年収300万以下は返済
猶予」という現行をふま
え、少ない所得から無
理に返済させることのな
いよう「閾値」を設定す
る必要があると考えま
す。

受給者の負担をなるべ
く低くするべき。ただし、
わずかに閾値を超えた
場合に負担の逆転が起
こらないように段階的な
措置を検討すべきでは
ないか。

質問
４－２

どちらとも言えない 賛成 － 反対 賛成 賛成 中立

党内で議論をしていな
いので回答はできない
のですが、所得に応じた
返済を一定期間すれば
残額を免除する制度
は、給付的な効果が高く
なる一方で、返還金の
減少により、次の世代
への奨学金の原資が枯
渇する懸念があるた
め、慎重な検討をしてい
く必要があると考えま
す。

所得がなければ返さなく
てよいという制度は、自
立を阻害する。病気、ケ
ガで長期間働けなくなっ
た場合は配慮があって
よい。

親の奨学金返済が終わ
らずに子どもが大学に
行けないというような「負
の連鎖」を起こさず、老
後や次世代に借金を残
さないよう、25年間など
の返済期間や年齢を条
件に、所得に応じて残
額を免除する制度にし
ます。

受給者の負担をなるべ
く低くするべき。全員が
一定期間後に免除され
るのであれば、所得が
低く返済が滞ったものが
免除されず負担が重く
なるおそれがあるので、
制度設計による。

回答

理由

回答

理由

回答

理由

日本学生支援機構の奨学金につき、所得に応じて各回の返済額が変動する「所得連動型返還制度」を導入することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

（質問４で「賛成」と回答した場合）
「所得連動型返還制度」を導入するにあたって、収入額が一定以下の場合には返還を要しないなど、返還開始の「閾値」（いきち）を設定することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

（質問４で「賛成」と回答した場合）
「所得連動型返還制度」を導入するにあたって、所得に応じた返済を一定期間すれば残額を免除する制度にすることに、賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。
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質問
５

無回答 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 賛成

党内で議論したことがな
く回答できません。

一般的に言えば、奨学
金返還困難者も含め、
社会的セーフティネット
は必要。

非正規雇用が広がり、
大学などを卒業した30
～50代の約３人に１人
が年収300万円以下（総
務省調査）という状況の
もと、奨学金を利用した
８人に１人が返済を延滞
または猶予しています。
奨学金が“ローン地獄”
の入口にならないよう、
返済困難者への救済制
度を拡充すべきです。

質問
５－１

－ どちらとも言えない － 反対 賛成 賛成 賛成

利用状況をよく見て判
断することが必要だと考
えます。

年収の目標という意味
もあるので、上限はある
べき。撤廃は反対。

たとえば、年収200万円
の非正規雇用で働いて
いる人の年収が10年後
に300万円以上に増える
保証はありません。そう
すると、「10年の猶予期
間が終わるとともに、
「自己破産」になるリスク
がつきまとい、救済制度
として不十分です。返済
猶予期間の上限は撤廃
すべきです。

貸与制をとる以上、所得
が低ければ返済を猶予
すべきだ。10年後という
期限に合理的理由がな
い。

質問
５－２

－ どちらとも言えない － 賛成 賛成 賛成 賛成

病気、障害で働けなくな
れば、返還義務は過大
な重荷になる。

救済制度があっても、延
滞者という一番の困難
者を除外していては意
味がありません。延滞
がある人への利用制限
は当然撤廃すべきで
す。

猶予、免除等の救済制
度が十分周知されてい
るとは言えず、悪意のな
い滞納者を救済から排
除するのは不適当。

（質問５で「賛成」と回答した場合）
日本学生支援機構の奨学金では、返還困難者に対する「返還期限の猶予」「返還免除」等の救済制度は、延滞がある場合には利用できないとされてきました。2014年４月から、「返還期限の猶予」については、
一部の延滞者について、延滞を据え置いたままでの返還期限の猶予が認められるようになりましたが、経済的困難を理由とする場合の利用基準は給与所得者で年収200万円以下に限られるなど、延滞据え置
きのままでの猶予の利用条件は極めて限定的です。また、重い病気や障害がある場合の「返還免除」など、猶予以外の救済制度は、依然として、延滞があると利用できないままです。
返還困難者への救済制度につき、延滞がある人への利用制限を撤廃することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

回答

理由

回答

理由

回答

理由

奨学金の返還困難者に対する救済制度を充実させることに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

（質問５で「賛成」と回答した場合）
日本学生支援機構には、「返還期限の猶予」制度がありますが、経済的困難（給与所得者の場合は年収300万円以下が目安）を理由とする猶予については、利用期間に10年という上限があります（2014年３月
までは５年でした）。
このような「返還期限の猶予」の利用期間制限を撤廃することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

4



201412seisaku_qa

自由民主党 民主党 維新の党 公明党 次世代の党 日本共産党 生活の党 社会民主党

質問
６

無回答 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 賛成

党内で議論したことがな
く回答できません。

一般的に言えば、債務
不履行等の場合の再ス
タートが可能な方向を目
指すべき。

延滞金は、返済が遅れ
た事情を一切考慮せ
ず、一律に課されるペナ
ルティであり、経済的に
困難な若者を支援する
という奨学金の趣旨に
はふさわしくなく、廃止
すべきです。延滞者の８
割は年収300万円以下
であり、返済困難な若者
にペナルティをかけて、
さらにおいつめるような
やり方は改め、相手の
事情をよく聞いて、いっ
しょに返済計画を立てる
などの相談業務を強化
すべきです。

質問
６－１

－ その他 －
延滞金の賦課率を更に
引下げる

延滞金そのものを廃止
する／延滞金の賦課率
を更に引下げる／延滞
金の減免を柔軟に認め
る／返還金を元金→利
息→延滞金の順に充当
する／延滞をしている人
に対する繰上げ一括請
求をやめる

延滞金そのものを廃止
する／延滞金の減免を
柔軟に認める

延滞金そのものを廃止
する

負担軽減等は必要だと
認識しています。

年５％は高すぎるので
はないか。低利子時代
に合わない。

奨学金の性格上、そも
そも延滞金を課すべき
でない。もし課すとしても
悪質な場合（明らかに支
払能力があるのに返済
しない場合等）に限るべ
きだ。

具体的内容

日本学生支援機構の奨学金では、2014年３月までは年10％の、同年４月分からは年５％の延滞金が賦課されます。そのため、返しても返しても延滞金に充当されて元金が減らないなどの相談が多く寄せられて
います。
延滞金の負担を軽減することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

（質問６に「賛成」と回答した場合）
延滞金の負担を軽減するためには、どのような方法が適当だと考えますか（複数回答可）。
選択肢：延滞金そのものを廃止する／延滞金の賦課率を更に引下げる／延滞金の減免を柔軟に認める／返還金を元金→利息→延滞金の順に充当する／延滞をしている人に対する繰上げ一括請求をやめる
／その他

回答

理由

回答
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質問
７

無回答 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 賛成

党内で議論したことがな
く回答できません。

一般的に言えば、保証
人も含めて、再スタート
が可能な方向を目指す
べき。

若者の夢と希望を後押
しするはずの奨学金
が、若者とその親や親
族の人生を狂わせるよ
うなことがあってはいけ
ません。借金の保証を
学生の個人責任にせ
ず、政府がきちんと保証
すべきです。３ヶ月以上
延滞されている返済額
は2639億円（2013年度）
であり、政府保証は十
分可能です。

質問
７－１

－ その他 －
個人保証をやめて機関
保証のみとする

奨学金の保証制度その
ものをやめる／国が保
証をする

奨学金の保証制度その
ものをやめる

奨学金の保証制度その
ものをやめる

個人保証の制度は、実
情に合わない。

そもそも保護者に十分
な財力があれば奨学金
を利用しない。就学のた
めの負担を個人に過重
に課すことは適当では
ない。

回答

具体的内容

日本学生支援機構の奨学金では、個人保証（２名）または機関保証を求められ、個人保証については、多くの場合、親や親族等が保証人になっています。この場合、利用者の返還が滞ると保証人に請求が行
き、年金暮らしの親などが無理な返済を迫られるなどの問題が生じています。奨学金は、利用時に将来の仕事や収入がわからないこと、利用額が大きく返済期間が長いこと、世帯の収入要件が限定されている
ことなどから、通常の借金と比べて保証のリスクは高く、また、保証人への追及を避けようとして、利用者が自己破産もできないという事態が生じています。
奨学金における保証人の負担を軽減することに賛成ですか、反対ですか。その理由は何ですか。

（質問７で「賛成」と回答した場合）
奨学金の保証人の負担を軽減するには、どのような方法が適当だと考えますか（複数回答可）。
選択肢：奨学金の保証制度そのものをやめる／国が保証をする／個人保証をやめて機関保証のみとする／機関保証の保証料を引下げる／返還困難な保証人の救済制度を整備する／保証人に対する請求
についてガイドラインを作る／その他

回答

理由

6



201412seisaku_qa

自由民主党 民主党 維新の党 公明党 次世代の党 日本共産党 生活の党 社会民主党

質問
８

無回答 賛成 どちらとも言えない 賛成 賛成 賛成 賛成

党内で議論したことがな
く回答できません。

奨学金は、10代、20代
の学生に所得もなく将
来の返済能力もわから
ない段階でお金を貸し
出すのですから、事前
に十分な説明や情報提
供が欠かせません。とこ
ろが、延滞者の約半数
は、そもそも返還義務を
知らずに貸与手続をとっ
ているなど、実際には事
前の説明や情報提供は
あまりに不十分です。返
済猶予制度は、約半数
の利用者が「知らなかっ
た」とこたえるなど、認知
度が低く、返済困難者を
救済する制度として十
分に機能していません。
奨学金制度に精通した
日本学生支援機構の正
規職員が“業務の効率
化”の名で、約200名に
まで削減されていること
も問題です。制度や救
済手段についての説明
や情報提供は、急いで
拡充すべきです。

日本学生支援機構の奨学金については、貸与を受けることの意味、返還のプロセスと責任・負担、貸与を受ける適正額等の十分な理解や、返還困難者に対する救済制度の周知徹底のため、十分な情報提供
が求められています。他方、複雑でわかりにくい現行制度についての説明や申請手続を高校や大学の教師や職員が担っていることについては、膨大な事務作業をなぜ教育現場が行わなくてはならないのか、
学生の個人情報保護の観点からも不適切ではないかなどの問題が指摘されています。また、機構の対応については、代表の相談窓口が外部委託のため、十分な説明や対応ができていないとの指摘がありま
す。
制度や救済手続についての説明や情報提供を充実させることにつき、賛成ですか、反対ですか。

回答

理由
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質問
８－１

－ その他

延滞が生じている人な
ど返還困難者に対し、
救済制度の親切な説明
と利用の支援を行うべき
である

制度の説明や手続を学
校の教師や職員に委せ
ずに、機構が責任を持
つべきである／延滞が
生じている人など返還
困難者に対し、救済制
度の親切な説明と利用
の支援を行うべきである

制度の説明や手続を学
校の教師や職員に委せ
ずに、機構が責任を持
つべきである／相談業
務の外部委託を止め、
機構の職員が対応すべ
きである／ホームペー
ジやパンフレットに頼る
のではなく、制度に精通
した機構職員による十
分な説明・相談を行うべ
きである／延滞が生じ
ている人など返還困難
者に対し、救済制度の
親切な説明と利用の支
援を行うべきである／そ
の他

延滞が生じている人な
ど返還困難者に対し、
救済制度の親切な説明
と利用の支援を行うべき
である

制度の説明や手続を学
校の教師や職員に委せ
ずに、機構が責任を持
つべきである／相談業
務の外部委託を止め、
機構の職員が対応すべ
きである／ホームペー
ジやパンフレットに頼る
のではなく、制度に精通
した機構職員による十
分な説明・相談を行うべ
きである／延滞が生じ
ている人など返還困難
者に対し、救済制度の
親切な説明と利用の支
援を行うべきである／そ
の他

教師に何でもやらせる
のは間違い。教師は教
育に専念させるべきで
ある。

保証人に対する請求に
ついてガイドラインをつく
る

あらゆることを行うべ
き。専らコスト削減のた
めの外部委託は行うべ
きではない。

質問
９

－ その他 その他 －

所得税の累進課税を強
化する／富裕層の個人
が持っている資産に対
して富裕税を徴収する
／法人税を増税強化し
て、黒字法人から徴収
する／企業の内部留保
から徴収する

その他 －

政権与党として限られた
予算の中ではあります
が、最善を尽くして必要
な予算を確保できるよう
努めていきます。

国会議員等の身を切る
改革を含めた徹底的な
歳出削減が先決。

次世代の党は、公会計
改革と「しまりある」財政
の実現を主張している。

行政の無駄を削減し、
高等教育の振興に必要
な財源を確保する。

マニフェスト、政策集（衆
議院選挙2014総合政策
ガイド）等をご参照くださ
い。
財源確保のためにあら
ゆることを行うべき。累
進性の強化、富裕税の
徴収等も一つの手段だ
が所得や資産の補足率
による不公平に注意が
必要。

回答

高等教育の学費負担の軽減や奨学金制度の充実のための財源を確保するには、どのような方法が適当であると考えますか（複数回答可）。
選択肢：所得税の累進課税を強化する／富裕層の個人が持っている資産に対して富裕税を徴収する※／法人税を増税強化して、黒字法人から徴収する／企業の内部留保から徴収する／消費税によって広く
徴収する／その他
※富裕税：総資産から総負債を差し引いた純資産に対して課税する税金のこと。戦後実施されたが現在停止中で、法律そのものは現在も存在する。

（質問８に「賛成」と回答した場合）
制度や救済手段についての説明や情報提供を充実させるためには、どのような方法が適当だと考えますか（複数回答可）。
選択肢：制度の説明や手続を学校の教師や職員に委せずに、機構が責任を持つべきである／相談業務の外部委託を止め、機構の職員が対応すべきである／ホームページやパンフレットに頼るのではなく、制
度に精通した機構職員による十分な説明・相談を行うべきである／延滞が生じている人など返還困難者に対し、救済制度の親切な説明と利用の支援を行うべきである／その他

回答

具体的内容

具体的内容
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